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韓
国
の
人
的
資
源
管
理
の
現
状
と
課
題 

―
通
貨
危
機
後
に
成
果
主
義
が
広
く
浸
透 

特集―変わる企業の人材マネジメント 

  

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
と
韓
国
労
働

研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）
は
六
月
一
日
、
東
京
で

「
最
近
の
人
的
資
源
管
理
の
現
状
と
課
題
―

日
韓
比
較
」
を
テ
ー
マ
に
国
際
共
同
研
究
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
い
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
は
日
韓
両
国
の
研
究
員
が
各
々
の
研
究

成
果
を
報
告
し
た
が
、
こ
こ
で
は
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の

キ
ム
・
ジ
ョ
ハ
ン
、
キ
ム
・
ド
ン
ベ
イ
両
研

究
員
が
報
告
し
た
韓
国
の
最
近
の
人
的
資
源

管
理
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。 

  

一
九
九
七
年
末
の
通
貨
危
機
を
契
機
に
、

韓
国
の
経
済
、
経
営
に
関
す
る
従
来
の
制
度
、

規
範
は
大
幅
に
転
換
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

企
業
に
お
け
る
人
事
労
務
管
理
制
度
も
大
き

く
変
化
し
た
。 

  

九
七
年
七
月
に
タ
イ
の
バ
ー
ツ
暴
落
で
始

ま
っ
た
ア
ジ
ア
の
通
貨
危
機
は
、
そ
の
年
末

に
は
韓
国
に
も
波
及
し
た
。
そ
れ
ま
で
経
済

成
長
を
担
っ
て
き
た
多
く
の
財
閥
企
業
が
相

次
い
で
倒
産
し
た
り
経
営
破
綻
に
陥
っ
た
。

こ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
通
貨
ウ
ォ
ン
が
大

幅
に
下
落
、
保
有
外
貨
の
払
底
に
直
面
し
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基
金
）
の
緊
急
支
援
を

受
け
、
銀
行
や
企
業
の
統
廃
合
な
ど
構
造
改

革
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
だ
。
こ
の
た
め
韓
国

で
は
九
七
年
末
の
通
貨
危
機
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機

と
呼
ん
で
い
る
。 

  

韓
国
経
済
は
一
九
九
九
年
に
急
速
な
Ｖ
字

型
回
復
を
遂
げ
た
が
、
経
営
合
理
化
の
下
で

企
業
の
従
業
員
の
非
正
規
化
が
急
速
に
進
む

と
と
も
に
、
人
事
制
度
の
転
換
が
図
ら
れ
た
。 

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
キ
ム
・
ジ
ョ
ハ
ン
氏

は
こ
の
人
事
制
度
の
転
換
の
実
態
に
関
す
る

研
究
成
果
を
報
告
、
一
方
、
キ
ム
・
ド
ン
ベ

イ
氏
は
通
貨
危
機
後
に
導
入
さ
れ
た
成
果
主

義
人
事
管
理
制
度
を
積
極
的
に
評
価
す
る
報

告
を
行
っ
た
。
以
下
、
両
氏
の
報
告
を
要
約

し
て
紹
介
す
る
。 

 

　
通
貨
危
機
後
に 

　
人
事
管
理
は
大
転
換 

  

キ
ム
・
ジ
ョ
ハ
ン
氏
に
よ
る
と
、
通
貨
危

機
後
、
企
業
の
人
的
資
源
管
理
の
中
心
軸
は

内
部
労
働
市
場
か
ら
外
部
労
働
市
場
へ
、
集

団
主
義
・
年
功
主
義
か
ら
個
人
主
義
・
成
果

主
義
へ
、
標
準
型
人
材
重
視
か
ら
専
門
型
人

材
重
視
へ
と
移
行
し
て
い
る
。 
  

こ
の
変
化
を
裏
付
け
る
上
場
企
業
の
人
事

担
当
者
を
対
象
と
し
た
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
調
査
結
果

に
よ
る
と
、
「
年
功
中
心
」
か
ら
「
能
力
・

成
果
中
心
」
へ
の
変
化
が
最
も
大
き
く
、
つ

い
で
「
温
情
主
義
」
か
ら
「
契
約
に
基
づ
く

人
事
管
理
」
、
「
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
」
か
ら

「
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
を
中
心
と
し
た
人
的

資
源
管
理
へ
の
変
化
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
人
事
管
理
の
中
心
軸
の
変
化
は
、
い
わ

ゆ
る
欧
米
型
の
市
場
主
義
的
人
事
管
理
へ
の

変
化
を
意
味
し
て
い
る（
図
表
１
参
照
）。 

  

人
事
管
理
の
個
別
領
域
の
う
ち
、
変
化
の

度
合
い
が
大
き
い
採
用
管
理
、
賃
金
管
理
、

目
標
管
理
、
離
職
管
理
、
非
正
規
従
業
員
の

増
加
に
つ
い
て
、
キ
ム
・
ジ
ョ
ハ
ン
氏
の
報

告
に
沿
っ
て
順
に
み
て
い
く
。 
 

　
定
期
採
用
か
ら 

　
随
時
採
用
、中
途
採
用
へ 

  

採
用
管
理
の
変
化
は
、
定
期
採
用
か
ら
随

時
採
用
お
よ
び
キ
ャ
リ
ア
の
中
途
採
用
、
人

事
部
門
中
心
の
採
用
か
ら
現
場
組
織
中
心
の

採
用
、
ま
た
募
集
方
法
の
多
様
化
な
ど
に
み

ら
れ
る
。 

  

韓
国
で
は
、
新
卒
者
の
定
期
採
用
が
採
用

上
の
慣
行
と
し
て
大
企
業
を
中
心
に
六
〇
年

代
か
ら
徐
々
に
定
着
し
て
い
た
。
し
か
し
、

通
貨
危
機
後
に
随
時
採
用
と
中
途
採
用
が
拡

が
り
始
め
る
と
い
う
変
化
が
生
じ
た
。
韓
国

経
営
者
総
協
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
年
間
三

回
以
上
の
採
用
（
随
時
採
用
）
を
行
う
企
業

の
比
率
が
九
八
年
の
四
七
・
三
％
か
ら
、
九

九
年
四
三
・
八
％
、
二
〇
〇
〇
年
六
七
・
〇

％
、
二
〇
〇
二
年
八
九
・
八
％
、
二
〇
〇
三

年
八
六
・
四
％
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
随
時
採
用
比
率
が
増
加
し
た
理
由
は
、

通
貨
危
機
後
、
構
造
調
整
の
必
要
に
迫
ら
れ

た
企
業
に
定
期
採
用
を
行
う
余
力
が
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
。
随
時
採
用
比
率
は
、
大
企

業
に
比
べ
中
小
企
業
が
相
対
的
に
高
い
水
準

に
あ
る
。 

  

ま
た
、
採
用
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活

用
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
中
途

採
用
も
通
貨
危
機
後
に
増
加
し
て
い
る
。
と

く
に
サ
ー
ビ
ス
業
と
小
規
模
企
業
で
増
加
率

が
高
い
。 

  

こ
う
し
た
変
化
は
、
定
期
採
用
を
中
心
と

し
た
人
材
の
内
部
育
成
型
戦
略
か
ら
、
必
要

な
と
き
に
随
時
購
入
す
る
市
場
型
戦
略
へ
の

移
行
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

　
賃
金
管
理 

　
―
年
俸
制
、成
果
配
分
制
の
導
入 

  

九
〇
年
代
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
韓
国
企
業

の
賃
金
体
系
の
根
幹
を
な
し
て
き
た
年
功
序

列
型
体
系
は
、
経
営
環
境
の
変
化
と
の
非
整

合
性
を
露
呈
し
て
い
た
が
、
通
貨
危
機
後
に

広
く
導
入
さ
れ
た
年
俸
制
（
い
わ
ゆ
る
韓
国

型
年
俸
制
）
は
、
個
人
別
評
価
に
よ
る
賃
金 
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の
差
別
化
を
指
向
す
る
点
に
お
い
て
、
年
功

要
素
よ
り
個
人
の
能
力
・
成
果
に
関
す
る
要

素
を
強
く
反
映
さ
せ
た
賃
金
管
理
手
法
で
あ

る
。 

  

Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
調
査
結
果
か
ら
、
年
俸
制
を
導

入
し
た
事
業
所
の
比
率
を
み
る
と
、
通
貨
危

機
直
前
の
九
七
年
に
は
三
・
六
％
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
通
貨
危
機
後
の
九
九
年
に
は
一

五
・
一
％
へ
と
増
加
、
二
〇
〇
五
年
に
は
四

八
・
四
％
と
お
よ
そ
半
数
の
事
業
所
で
導
入

さ
れ
て
い
る
。
年
俸
制
の
適
用
対
象
と
な
る

従
業
員
の
比
率
も
二
〇
〇
〇
年
で
一
三
・
〇

％
、
二
〇
〇
一
年
で
一
五
・
四
％
、
二
〇
〇

四
年
に
二
四
・
三
％
へ
と
拡
大
し
て
い
る（
図

表
２
参
照
）。 

  

年
俸
制
が
従

業
員
の
個
別
の

能
力
・
実
績
に

よ
り
賃
金
を
事

前
に
決
定
す
る

の
に
対
し
、
成

果
配
分
制
は
「
企

業
・
部
門
単
位

の
業
績
に
よ
り

事
後
的
に
利
益

を
配
分
す
る
集

団
的
な
成
果（
変

動
）給
」
で
あ
る
。

こ
の
成
果
配
分

制
も
通
貨
危
機

後
に
広
く
採
り

入
れ
ら
れ
て
い

る
。 

  

韓
国
労
働
省

の
「
年
俸
制
・

成
果
配
分
制
実

態
調
査
」
に
よ

れ
ば
、
成
果
配

分
制
の
導
入
率
は
通
貨
危
機
前
の
九
七
年
に

は
七
・
〇
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
九
九
年

に
は
一
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
に
二
四
・

三
％
、
二
〇
〇
五
年
に
三
二
・
一
％
へ
と
増

加
し
て
い
る
。
だ
が
、
年
俸
制
の
導
入
比
率

に
比
べ
れ
ば
低
い
水
準
で
あ
る
。 

 

　
目
標
管
理
を
幅
広
く
導
入 

  

業
績
・
成
果
中
心
の
人
事
管
理
を
進
め
る

に
は
公
正
な
評
価
が
前
提
と
な
り
、
年
俸
を

変
動
さ
せ
て
運
用
す
る
た
め
に
は
そ
の
基
準

と
な
る
評
価
が
必
要
に
な
る
。
よ
っ
て
評
価

制
度
の
体
系
化
も
通
貨
危
機
を
前
後
し
て
進

め
ら
れ
て
き
た
。
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
調
査
で
、
通
貨

危
機
を
前
後
し
て
目
標
管
理
と
多
面
評
価
が

広
く
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。 

  

目
標
管
理
の
導
入
比
率
は
、
職
種
別
で
は

生
産
職
よ
り
も
営
業
職
に
お
い
て
、
労
組
の

有
無
別
で
は
労
組
の
な
い
企
業
に
お
い
て
、

従
業
員
規
模
別
で
は
大
規
模
な
企
業
に
お
い

て
高
率
と
な
っ
て
い
る（
図
表
３
参
照
）。 

 

　
早
期
退
職
が
一
般
化 

  

人
口
の
高
齢
化
に
伴
う
企
業
の
従
業
員
の

高
齢
化
は
、
年
功
給
を
中
心
と
す
る
賃
金
体

系
で
は
労
務
コ
ス
ト
の
増
大
を
意
味
す
る
。

こ
の
た
め
、
中
高
年
齢
者
の
早
期
退
職
が
広

が
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
一
二
月
末
で
従

業
員
三
〇
〇
人
以
上
の
大
企
業
の
平
均
定
年

年
齢
は
五
六
・
八
歳
で
あ
り
、
政
府
が
推
奨

す
る
定
年
年
齢
六
〇
歳
を
下
回
っ
て
い
る
。

平
均
定
年
年
齢
が
国
民
年
金
の
受
給
開
始
年

齢
に
満
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
四
五

定（
い
ま
や
定
年
年
齢
は
四
五
歳
）、
五
六
盗

（
五
六
歳
で
退
職
し
な
い
従
業
員
は
盗
賊
）」

と
い
う
言
葉
が
流
行
す
る
ほ
ど
、
早
期
退
職

は
一
般
化
し
て
い
る
。 

  

通
貨
危
機
以
後
、
構
造
調
整
の
過
程
に
お

い
て
、
多
く
の
企
業
が
従
業
員
の
能
力
・
成

果
と
は
無
関
係
で
あ
る
年
齢
を
基
準
と
し
て

中
高
年
齢
者
を
リ
ス
ト
ラ
の
対
象
と
し
た
。

整
理
解
雇
者
の
選
定
に
際
し
年
齢
を
勘
案
し

た
企
業
は
全
体
の
五
一
・
八
％
、
年
齢
と
密

接
に
関
係
す
る
勤
続
年
数
を
勘
案
し
た
企
業

は
四
五
・
九
％
と
と
も
に
高
い
比
率
を
占
め

て
い
る
。 

 

　
非
正
規
従
業
員
の
採
用
が
増
加 

  

通
貨
危
機
後
か
ら
正
規
従
業
員
に
対
す
る

雇
用
調
整
と
併
せ
て
、
非
正
規
従
業
員
の
採

用
が
増
加
し
た
。
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
調
査
に
よ
れ
ば

二
〇
〇
一
年
で
は
通
貨
危
機
の
前
と
比
べ
て

非
正
規
従
業
員
の
比
率
は
二
倍
以
上
と
な
り
、

そ
の
後
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。 

  

二
〇
〇
一
年
末
を
基
準
と
し
た
非
正
規
従

業
員
比
率
は
、
単
純
職
種
が
三
九
・
六
％
と

最
も
高
く
、
つ
い
で
生
産
職
の
七
・
八
％
、

サ
ー
ビ
ス
・
営
業
職
が
七
・
三
％
で
あ
る
。

管
理
職
は
〇
・
二
％
に
過
ぎ
な
い
。
雇
用
形

態
別
の
非
正
規
従
業
員
の
分
布
を
み
る
と
、

短
期
契
約
が
二
二
・
三
％
と
最
も
高
く
、
つ

い
で
サ
ー
ビ
ス
職
の
一
一
・
五
％
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
の
七
・
〇
％
の
順
で
あ
る
。 

  

非
正
規
従
業
員
の
活
用
動
機
は
、
「
雇
用

調
整
が
容
易
」
が
最
も
多
く
三
一
・
五
％
、

「
人
件
費
の
削
減
」
が
二
八
・
八
％
、
「
単

純
な
業
務
」
が
一
九
・
四
％
の
順
で
あ
る
。

正
規
従
業
員
に
対
す
る
非
正
規
従
業
員
の
労

務
コ
ス
ト
は
、
賃
金
が
八
二
・
二
％
、
ボ
ー

ナ
ス
三
三
・
三
％
、
退
職
金
四
五
・
八
％
、

社
会
保
険
五
六
・
一
％
、
福
利
厚
生
費
四
八
・

九
％
と
少
な
く
、
非
正
規
従
業
員
の
雇
用
に

よ
る
人
件
費
の
削
減
効
果
は
大
き
い
。 

  

一
方
で
同
じ
調
査
に
よ
る
と
、
非
正
規
従

業
員
の
問
題
点
と
し
て
「
業
務
に
対
す
る
集

中
力
が
低
い
」
が
二
七
・
五
％
、
「
離
職
率

の
高
さ
」
が
二
四
・
一
％
、
「
技
能
、
技
術

の
不
足
」
が
一
三
・
四
％
、
「
正
規
従
業
員

と
の
人
間
関
係
上
の
問
題
」
が
一
〇
・
八
％

の
割
合
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

　
成
果
主
義
は 

　
企
業
の
活
性
化
を
生
む 

  

一
方
、
も
う
一
人
の
報
告
者
で
あ
る
キ
ム
・

ド
ン
ベ
イ
氏
は
、
通
貨
危
機
後
の
韓
国
の
人

事
管
理
の
特
徴
は
「
日
本
モ
デ
ル
」
か
ら
「
英

米
モ
デ
ル
」
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
、
不
完

全
で
は
あ
っ
た
が
こ
れ
ま
で
定
着
し
て
い
た

企
業
と
従
業
員
の
「
雇
用
保
障
」
と
「
企
業

へ
の
忠
誠
心
」
に
支
え
ら
れ
た
関
係
が
崩
壊

し
、
そ
こ
に
成
果
主
義
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
説
明
し
た
上
で
、
成
果
主
義
に

基
づ
く
人
事
管
理
が
通
貨
危
機
の
一
段
落
し

た
後
に
も
引
き
続
き
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
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Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
四
年
調
査

の
結
果
を
比
較
し
て
確
認
し（
図
表
４
参
照
）、

成
果
主
義
導
入
に
つ
い
て
「
従
業
員
の
目
標

が
企
業
の
発
展
で
は
な
く
自
身
の
市
場
価
値

を
高
め
る
こ
と
へ
と
変
化
し
た
」
な
ど
の
否

定
的
な
意
見
も
多
い
が
、
競
争
を
旨
と
す
る

成
果
主
義
が
企
業
の
活
力
を
生
み
、
従
業
員

の
仕
事
へ
の
動
機
付
け
を
高
め
る
う
え
で
肯

定
的
に
機
能
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
捉

え
て
い
る
。 

  

キ
ム
・
ド
ン
ベ
イ
氏
は
こ
う
し
た
仮
説
を

実
証
す
る
た
め
、
成
果
主
義
が
「
従
業
員
の

仕
事
に
対
す
る
満
足
度
」
や
「
企
業
へ
の
忠

誠
心
」
と
ど
の
よ
う
な
関
連
性
を
持
つ
の
か
、

ま
た
賃
金
制
度
と
ど
の
よ
う
な
関
連
性
が
あ

る
の
か
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
報

告
し
た
。 

 

　
成
果
主
義
に
よ
り
満
足
度
向
上 

  

ま
ず
、
成
果
主
義
と
従
業
員
の
仕
事
に
対

す
る
満
足
度
や
企
業
へ
の
忠
誠
心（
愛
着
心
）

と
の
関
係
を
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇

〇
四
年
の
調
査
結
果
を
比
較
し
て
検
討
、
全

体
と
し
て
成
果
主
義
を
導
入
し
て
い
る
場
合

の
従
業
員
の
満
足
度
や
忠
誠
心
は
、
二
〇
〇

〇
年
、
二
〇
〇
四
年
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

高
い
数
値
で
示
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も

成
果
主
義
が
従
業
員
の
仕
事
に
対
す
る
満
足

度
と
企
業
へ
の
忠
誠
心
を
低
下
さ
せ
て
は
い

な
い
、
成
果
主
義
が
導
入
さ
れ
た
企
業
ほ
ど
、

従
業
員
の
満
足
度
や
忠
誠
心
が
高
く
な
っ
て

い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
、
と
結
論
付
け
て
い

る（
図
表
５
参
照
）。 

  

さ
ら
に
、
成
果
主
義
は
従
業
員
の
態
度
と

正（
＋
）の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
関
係
は
年
齢

の
低
い
層
に
お
い
て
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
高
年
齢
層
は
年
功
主
義
を
支
持
す

る
度
合
い
が
高
く
、
年
齢
が
低
い
ほ
ど
成
果

主
義
を
支
持
し
て
い
る
。 

  

ま
た
、
成
果
主
義
は
、
職
場
の
ど
の
よ
う

な
変
化
を
通
じ
て
従
業
員
の
意
識
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
み
る
た
め
、
通
貨
危

機
以
前
に
入
社
し
た
従
業
員
に
「
通
貨
危
機

以
降
、
職
務
上
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た

か
」
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
業
務
量
の
増
加
」

五
〇
・
二
％
、
「
実
力
を
重
視
す
る
企
業
の

雰
囲
気
」
五
〇
・
〇
％
、
「
非
正
規
従
業
員

の
増
加
」
三
四
・
七
％
、
「
同
僚
や
部
門
間

の
競
争
の
激
化
」
三
二
・
四
％
の
順
に
大
き

な
変
化
が
あ
っ
た
と
答
え
て
い
る
。 
 

　
成
果
主
義
で
労
働
生
産
性
が
向
上 

  

成
果
主
義
と
企
業
業
績
の
間
に
は
ど
の
よ

う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
成
果
主
義
が
従
業

員
の
態
度
に
対
し
て
お
お
よ
そ
正（
＋
）の
関

係
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
従
業
員
の
満

足
度
の
向
上
は
直
線
的
に
生
産
性
の
向
上
に

つ
な
が
る
と
い
え
る
は
ず
で
あ
り
、
企
業
業

績
に
対
し
て
も
正（
＋
）の
関
係
が
示
さ
れ
る

と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。 

  

こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、
韓
国
労

働
省
の
「
年
俸
制
・
成
果
配
分
制
の
実
態
調

査
結
果
」（
二
〇
〇
五
年
）
を
用
い
て
分
析
し

た
と
こ
ろ
、
成
果
主
義
人
事
管
理
の
主
要
な

制
度
で
あ
る
年
俸
制
と
成
果
配
分
制
の
導
入

は
、
労
働
生
産
性
の
向
上
と
有
意
で
あ
る
正

（
＋
）の
関
係
を
示
す
と
の
結
果
を
得
た
。 

 

　
公
正
な
評
価
が
不
可
欠 

  

以
上
の
報
告
を
キ
ム
・
ド
ン
ベ
イ
氏
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

通
貨
危
機
後
に
急
速
に
広
が
っ
た
成
果
主
義

を
人
事
管
理
の
変
化
の
指
標
と
み
な
し
、
こ

れ
が
従
業
員
の
態
度
お
よ
び
賃
金
制
度
と
ど

の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
を
み
た
結
果
、

成
果
主
義
は
従
業
員
の
仕
事
に
対
す
る
満
足

度
と
企
業
へ
の
忠
誠
心
に
関
し
て
正（
＋
）の

傾
向
を
示
し
た
。
成
果
主
義
の
導
入
と
労
働

生
産
性
の
関
係
を
分
析
し
た
結
果
も
、
両
者

の
間
で
正（
＋
）の
関
係
が
示
さ
れ
、
従
業
員

個
人
の
態
度
に
関
す
る
分
析
結
果
と
の
一
貫

性
が
み
ら
れ
た
。 

  

こ
の
結
果
か
ら
成
果
主
義
の
導
入
は
、
過

剰
な
平
等
主
義
と
硬
直
し
た
き
ら
い
の
あ
る

こ
れ
ま
で
の
年
功
主
義
の
問
題
点
を
、
競
争

原
理
の
導
入
に
よ
っ
て
緩
和
し
、
企
業
に
活

力
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う

解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
企
業
が
合
理
的
に
行

動
す
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
韓
国
企
業
が

な
ぜ
通
貨
危
機
後
に
成
果
主
義
の
導
入
に
腐

心
し
て
き
た
の
か
も
こ
の
文
脈
か
ら
理
解
で

き
る
。 

  

た
だ
、
度
を
過
ぎ
た
成
果
主
義
、
と
く
に

個
人
成
果
主
義
が
企
業
の
活
力
を
阻
害
す
る

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ど
の

程
度
の
成
果
主
義
な
ら
最
適
で
あ
る
の
か
に

つ
い
て
は
誰
も
確
信
を
持
っ
て
語
り
え
な
い
。 

  

成
果
主
義
が
従
業
員
の
競
争
意
識
を
刺
激

し
、
企
業
の
活
力
を
生
み
出
す
と
い
う
役
割

を
果
た
す
た
め
に
は
、
業
務
の
遂
行
と
関
連

し
た
他
の
要
素
の
変
化
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
例
え
ば
、
職
務
遂
行
能
力
の
向
上
、

能
力
を
発
揮
す
る
機
会
の
提
供
な
ど
が
必
要

に
な
る
。
業
績
に
対
す
る
公
正
な
評
価
と
報

酬
が
伴
え
ば
、
成
果
主
義
導
入
は
業
績
向
上

に
結
び
つ
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
。 

（
国
際
研
究
部
　
研
究
交
流
課
長
　 

坂
井
澄
雄
）  


